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厚生労働省の発表によると、令和５年の全国の出生数は72.７万人と、過去

最少となった。また、分娩取扱医療機関の減少や、晩婚化・晩産化の影響に
よるハイリスク妊産婦に対する医療需要が高まっているなど、周産期医療を
とりまく環境は大きく変化している。

子育て世代だけではなく、これから子どもを産む若い世代にとって、安心
の拠りどころとなる周産期医療体制の維持は大きな課題となっている。

このような状況の中、安心して妊娠・出産できる体制を検討するため、
「産科医療研究会」を設置した。

本研究会では、医療機関や市町へのアンケートを実施するとともに、各関
係機関と協議しながら、本県の現状と課題を整理し、今後の方向性について
検討を行った。

本報告書は、これらの検討の結果をとりまとめたものである。

１ はじめに
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・県内の出生数は、昭和55年に86,839人だったが、令和４年には33,565人と
約40年間で約61％減少している。その一方で「低出生体重児」とされる体
重2,500ｇ未満の出生割合が約1.6倍となっている。

・病院における帝王切開での出産割合が増加しており、令和２年の帝王切開割
合は平成８年の約1.9倍となっている。

２ 県内周産期医療の現状

周産期死亡率:出産1000人に対する周産期死亡（妊娠満22週以後の死産と生後１週未満の新生児死亡数）の割合

（１）県内の出生数、帝王切開割合、周産期死亡率の推移

出典:厚生労働省「人口動態統計、医療施設調査」
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・県内の母の年齢別出生割合は全国と同様に、35歳・40歳以上の占める割合が

増加している。
・全国の45歳以上の母の周産期死亡率は、昭和60年と比較して令和４年は大き

く減少しているが、20歳代の約2.3倍となっており、依然として母親の出産年
齢が高くなるにつれて周産期死亡率は高くなっている。

Ｒ４R2H27H22H17H12H7H2S60区分

3.33.23.74.24.85.87.05.78.0総数

3.73.13.34.14.45.76.95.57.720～24

2.92.83.23.44.35.06.14.96.925～29

2.92.93.23.94.55.56.95.78.130～34

3.63.44.45.06.17.510.08.913.535～39

5.15.36.48.110.014.318.519.330.240～44

7.88.99.917.514.931.659.453.653.1
45歳
以上

（単位:出産千対）

出典:厚生労働省「人口動態統計」

全国の母の年齢別周産期死亡率母の年齢別出生割合

（２）出産年齢と周産期死亡率
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・県内の産科・産婦人科および小児科医の医療施設従事医師数は、平成20年以降

増加している。
・全国の産科・産婦人科医および小児科医のうち女性の割合は年々増加している。

（３）産科・産婦人科および小児科医師数の推移

R2H30H28H26H24H22H20
11,67811,33211,34911,08510,86810,65210,389全国産科・産婦人科

504479483482472457451兵庫県
17,99717,32116,93716,75816,34015,87015,236全国小児科

854778746732722697674兵庫県

医療施設従事医師数（産科・産婦人科および小児科）の推移 （単位:人）

出典:厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」
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17,99717,32116,93716,75816,34015,87015,236総数小
児
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(64.0%)
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(65.7%)
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(34.2%)

5,508
(33.7%)

5,245
(33.0%)
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女性

出典:厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」

全国の医療施設従事医師数（産科・産婦人科及び小児科、男女別）の推移 （単位:人）



Hyogo Prefecture

・県内の産科・産婦人科を標榜する病院数はほぼ横ばいだが、そのうち分娩取扱
医療機関の割合は平成２０年と比べて、令和５年には約70％に減少している。

・産科・産婦人科を標榜する診療所数は年々減少しており、今後も減少が見込ま
れる。

5

県内の分娩取扱医療機関の推移

（機関）

出典:厚生労働省「医療施設調査」

（４）分娩取扱医療機関の推移
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●調査期間

１回目:令和5年10～11月
２回目:令和6年6月

●調査対象
１回目:分娩取扱医療機関の産科・産婦人科（37病院、45診療所）

平成30年以降に分娩取扱を休止した病院（7病院）
県内市町（41市町）

２回目:総合・地域周産期母子医療センター、地域周産期病院の新生児科・
小児科（29病院）

●回答数
１回目:分娩取扱医療機関29病院（回答率:78.4％）

分娩取扱医療機関17診療所（回答率:37.8％）
分娩取扱を休止した病院4病院（回答率:57.1％）
県内市町41市町（回答率:100％）

２回目:総合・地域周産期母子医療センター、地域周産期病院24病院
（回答率:82.8％）

３ 医療機関・市町へのアンケート調査結果
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新生児科医師数※3
施設数※3

R5-H30R5H30

＋2838112総 計

新生児科医師数
施設数

不足数必要数現医師数

△37.0412587.9612総 計

産科・産婦人科および新生児科医師数の推移 【単位:人（常勤医師数）】

（左記のうち
分娩従事者数）産科・産婦人科医師数施

設
数
※2 R4-H30R4H30R4-H30R4H30

＋12189177＋1119418329総 計

産科・産婦人科および新生児科医師の不足数【単位:人（常勤＋非常勤医師数）】

（左記のうち
分娩従事者数）産科・産婦人科医師数施

設
数 不足数必要数現

医師数不足数必要数※4
現

医師数

△49279230△51.3289.0237.729総 計

7（１）産科・産婦人科および新生児科医師数の推移

・産科・産婦人科医師数はやや増加しており、新生児科医師数は横ばいである。
・現在の周産期医療体制を維持するためには、医師数が不足していると認識して

いる病院が多く、産科・産婦人科医師数は１施設あたり1.8人、新生児科医師
数は１施設あたり3人の不足と回答している。

※3 日中に主にNICU又はGCUを担当する小児科医師数

※4 現在の周産期医療体制を維持するために必要な医師

※1アンケートに回答した分娩取扱医療機関29病院

※2アンケートに回答した病院のうち総合・地域周産期母子医療センター12病院
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8（２）分娩数の推移
・分娩数が減少する中、ハイリスク分娩数は一定の割合を占めており、特に一般

病院での割合が増加している。
・病院での分娩数のうち、約４割が時間外分娩である。

ハイリスク
分娩率

（左記のうち
ﾊｲﾘｽｸ分娩数※２）分娩数施

設
数

種別
R4R1R4-R1R4R1R4-R1R4R1

30%28%＋46879833△362,8902,9265
総合周産期
母子医療
センター

11%12%△84293377△4572,6603,1175
地域周産期

母子医療セン
ター

9%7%＋55494439△8465,6556,50112地域周産期
病院

11%8%＋43191148＋431,8151,7727一般病院

14％13％＋601,8571,797△1,29613,02014,31629合計

分娩数
に占める
時間外分
娩の割合
(B/A)

分娩数
のうち
時間外
分娩数
（B）

分娩数
（A）

機関数
（病院）

二次
医療
圏域

38.1%1644309神 戸

48.8%1452978阪 神

37.7%521383東播磨

30.8%4131北播磨

43.0%741725播磨姫路

71.7%43601但 馬

55.0%11201丹 波

60.5%26431淡 路

44.2%5191,17329総 計

分娩数の推移※１ R5.7の分娩数のうち時間外分娩の割合

※1アンケートに回答した分娩取扱医療機関29病院の分娩数
※２ハイリスク分娩:ハイリスク妊娠管理加算等の対象となる分娩（妊娠週数22～32週未満や妊娠 高血圧症候群の患者など）
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（３）分娩取扱を休止した医療機関の状況

・平成３０年以降に分娩取扱を休止した医療機関では、休止した理由に「医師不
足」「少子化による経営維持の困難」があげられた。

・分娩取扱の休止後は、産前産後ケアに取り組んでいる。

9

休止後の産前産後事業の実施休止後の産科医療体制休止理由

（特になし）

• 産科診療は提供せず、婦人科健
診等のみ対応

• 圏域内の少子化に伴う、分娩数
の減少により、経営が維持でき
ないため

• 地域ニーズや医師の働き方改革
を踏まえ、近隣医療機関での集
中的な分娩・産科診療の方が最
良と判断したため

Ａ病院

• 産後2週間、1か月健診を実施
• 外来で母乳育児相談、乳腺炎に

も対応
• 市が実施している産後ケア訪問

事業に、当院助産師も登録し訪
問を実施

• 妊娠32～34週まで妊婦健診、そ
れ以降は帰省先または市内のセ
ミオープンシステムに連携して
いる分娩取扱医療機関へ紹介

• 医師の定年退職により、24時間
の分娩体制を維持できなくなっ
たため

Ｂ病院

• 週１回母乳外来を実施• 妊娠初期より他院を紹介• 常勤医師が不在となったためＣ病院

• 産後ケア事業や生後2週間健診な
どを推進しており、産後の母子
の心身のケアに取り組んでいる

• 妊娠30週までは当病院で健診し、
30週以降は他の分娩取扱医療機
関を紹介

• 常勤医が退職し1名体制となった
ため

Ｄ病院

※アンケートに回答した平成30年以降に分娩取扱を休止した医療機関４病院

平成30年以降に分娩取扱を休止した理由と休止後の体制
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（４）現在の周産期医療を継続するうえでの課題や懸念事項（医療機関）

・現在の周産期医療を継続するうえで、解決すべ
き課題や懸念事項について、「①医師の確保」

「②経費」「③地域の課題」が挙げられており、
多くの医療機関が「医師の確保」を課題として
回答している。

・「①医師の確保」については、夜間や時間外の
対応、若手医師の確保、働き方改革が課題と回
答している。

・「②経費」については、診療報酬の見直し、分
娩費用が課題と回答している。

・「③地域の課題」については、県内の医療機関
の役割の明確化や医療資源の集約化など、今後
の分娩取扱医療機関の減少への対応が課題と
回答している。

・「④その他」については、医師以外の助産師や
看護師不足、低出生体重児のケア・サポートが
課題と回答している。

10

5

8

7

28

4

6

9

9

4

13

12

18

0 10 20 30 40

④その他

③地域の課題
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①医師の確保

現在の周産期医療を継続する上での

課題や懸念事項について（複数回答）

総合・地域周産期母子医療センター、
地域周産期病院の新生児科・小児科（24病院）
分娩取扱医療機関のうち29病院
分娩取扱医療機関のうち17診療所ｚ
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（４）現在の周産期医療を継続するうえでの課題や懸念事項（医療機関）11
医療機関へのアンケートの主な意見
①医師の確保
 夜間・時間外の対応
・時間外分娩が一定の割合を占めており、緊急時に備えて24時間体制で対応するた

め、少人数の施設では医師が足りない。
・オンコール中※は緊張状態が続き、時間的拘束も⾧いため、身体的負担が大きい。

※オンコール:緊急時の呼び出しに対応できるよう職場外で待機すること
・緊急性や重症度の高い症例を多く扱い、訴訟リスクも高いことから医師の精神的

負担が大きい。
 若手医師の確保
・症例数が少ない施設では、専門資格の取得が難しいため、症例数が多い医療機関

を希望する若手医師が多い。
・身体的・精神的負担が大きいと感じられ、敬遠する傾向がある。
・都市部での勤務を希望する若手医師が増えたため、地方では、若手医師の確保が

難しい。
 働き方改革の影響
・休息時間の確保が必要になり、連続勤務できなくなったことで、日中・夜間に勤

務できる医師が少ない。
・働き方改革をふまえた人員体制で安全な医療を提供するためには、診療体制を縮

小するなど、受け入れ体制の見直しが求められる。



Hyogo Prefecture

12
医療機関へのアンケートの主な意見
②経費
・分娩数が減少する中、運営を継続するための設備投資や人員配置への経費負担が

大きい。
・ハイリスク妊産婦の割合が高くなっている中、国に対して診療報酬面の改善を要

望する必要がある。
・分娩費用の保険適用化について、妊産婦の費用負担が少なくなる一方、分娩取扱

医療機関の収入が減少する可能性があり、保険適用化によって一般病院や診療所
などの一次施設が経営困難になり閉鎖されれば、安全な周産期医療体制が維持で
きなくなる。

③地域の課題
・地域の分娩取扱医療機関の減少に伴い、本来ハイリスク妊産婦の対応が求められ

る周産期母子医療センター等にローリスク患者が増加している。
・新生児科医師の確保が難しい中、現在の医療水準を確保するには、地域内の特定

の医療機関に医療資源を集中させることが必要である。
・医師確保が難しい中、地域内の周産期医療体制を維持していくためには、各医療

機関の役割分担を明確にする必要がある。
・一つの医療圏の中で医師が不足している医療機関が複数存在しており、結果的に

共倒れする可能性がある。そのため集約化が望ましいが、住民の理解を得る必要
がある。

（４）現在の周産期医療を継続するうえでの課題や懸念事項（医療機関）
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・安心して出産できる体制づくりに課題があると回答した市町は28市町で、
そのうち多くの市町が「交通アクセスの悪さ」 「分娩取扱医療機関の減
少」と回答している。

13

「課題がある」と回答した市町
（28市町）の課題（複数回答）

市町へのアンケートの主な意見
交通アクセスが悪い
・緊急時に搬送される周産期母子医療センターへのアクセ

スが悪い。
・地域によっては通院負担が大きい。
・公共交通機関が少なく、寒冷地や夜間での自家用車での

搬送に不安を抱く。
分娩取扱医療機関が少ない
・出生数に対して分娩取扱医療機関が少ない。
・元々市内に分娩取扱医療機関が少なく、さらに近隣市の

分娩取扱医療機関の休止が増えている。
医師確保
・地域内の分娩取扱医療機関の医師数が不足しており、現

在の体制を維持できない可能性が高い。
・医師の高齢化に伴い、後継者不足が予測される。

（５）現在の周産期医療を継続するうえでの課題や懸念事項（市町）

4

4

5
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取組事例
分娩取扱医療機関までの交通費の助成（8市町）
・妊婦タクシー利用券を配布している。
・妊婦健診や出産時の入退院時の交通費を助成している。
妊婦・陣痛タクシー※の活用（6市町）
・タクシー乗務員への講習会や説明会を実施し、タクシー会社と連携して、

妊産婦の医療機関までの送迎を支援している。
※妊婦・陣痛タクシー

タクシー会社に事前に登録することで、陣痛時や通院時に利用ができる
配車サービス

14（５）現在の周産期医療を継続するうえでの課題や懸念事項（市町）

・41市町のうち、交通アクセスへの支援を実施している市町は14市町あり、
分娩取扱医療機関までの交通費の助成や妊婦・陣痛タクシーを活用している。
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４ 第１～３回研究会における主な意見 15
・産科や新生児科を志す学生は多いが、医師として勤務する段階になると訴訟リ

スクや拘束時間の⾧さから敬遠する傾向にあり、医師確保のためには、手当等
の処遇改善や勤務環境改善が求められている。

・妊娠から出産、産後まで幅広く関わっている助産師とのタスクシフト/シェアな
ど、多職種と連携しながら、持続可能な体制を構築する必要がある。

・少人数でギリギリの状態で続けている医療機関に対して、医師１名を増員して
も、医師不足の根本的な解決にならない。地域の実情に応じて必要な集約化を
進め、１医療機関の医師数を増やすことで、医師の負担軽減につながり、ひい
ては、若手医師を確保でき、地域の周産期医療体制を維持できるのではないか。

・分娩数は一次施設である診療所が半数を占めており、分娩数が減少し分娩取扱
医療機関が減少する中であっても、産前産後ケアや妊産婦の個々のニーズに応
えるには、一次施設は必要である。

・都市部や地方に関わらず、市町は、住民が近くで分娩できるように地域内の分
娩取扱医療機関の維持に取り組んでいるが、医療機関は、医師不足や分娩数の
減少等により、経営維持が難しくなっている。

・分娩取扱医療機関が少ない地域がある中で、今後、都市部と地方で地域格差が
広がらないように、安全な周産期医療体制の維持が課題である。

・県内の周産期医療体制の現状について、住民が理解を深めるため、県と市町が
協力していくことが重要である。
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５ アンケートや研究会を通じて見えてきた課題

（２）医師の確保が困難

16

・低出生体重児やハイリスク妊産婦割合の増加に伴う産科・産婦人科および新
生児医師の身体的・精神的負担（宿直、オンコールへの対応、訴訟リスクの
高さ）を軽減する必要がある。

・働き方改革をふまえた勤務環境改善や処遇改善が必要である。
・産科・産婦人科および小児科だけでなく、他科の医師などによる、病院全体

でのサポート体制が必要である。
・医師の負担を減らすために、タスクシフト/シェアの推進、助産師など多職種

との連携を強化する必要がある。
・症例数が少ない施設では、若手医師の専門資格取得が難しい。若手医師の確

保および育成のためには、様々な症例を経験できるよう１施設に一定の症例
数を確保する必要がある。

（１）環境変化への対応
・分娩取扱医療機関が減少する中、安全な周産期医療体制を維持するためには、

医療資源の重点化が必要であるが、その一方で、妊産婦の個々のニーズに応
えるためには、診療所、助産所など一次施設は一定数必要である。

・低出生体重児やハイリスク妊産婦に対応するため、安全で質の高い医療を提
供できる体制が必要である。

・分娩費用の保険適用化については、国の動向を注視し、必要に応じて対応策
を検討する必要がある。
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17（３）地域の実情に応じた周産期医療体制の再構築

①地方の課題
・住民は居住地近くの医療機関で分娩できる体制を望んでいるが、都市部と比

べて分娩取扱医療機関が少ない中で、地域間格差をなくすための医療機関の
設置は、医師の確保や経営面で困難である。

・遠方に住む妊産婦が安全に出産できるよう支援が必要である。

②都市部の課題
・分娩取扱医療機関の減少により、本来ハイリスク妊産婦を中心に対応する周

産期母子医療センター等にローリスク妊産婦も集中している。
・地域内の周産期医療体制を維持していくためには、国の方向性を参考に、周

産期母子医療センター、産科病院、診療所など各医療機関の役割を明確化す
る必要がある。

出典:厚生労働省「周産期医療について」令和５年度第１回医療政策研修会
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・ローリスク、ハイリスク分娩に対応する各医療機関の役割分担の見直しを行い、
地域の実情に応じて、必要な重点化を図り、安全な分娩体制を確保

（３）安全な周産期医療体制の維持（県、関係団体、医療機関）

６ 安心して妊娠・出産できる体制に向けた今後の方向性

・専門的かつ質の高い助産師を確保しつつ、院内助産や助産師外来の設置を促進
・兵庫県養成医師制度を活用しながら、大学医局と協働して産科・小児科医を確保
・医師がより活躍できるよう、医師の働き方改革の影響をふまえた勤務環境の改善

・今後周産期医療をとりまく環境が変わる中で、住民が安心して妊娠・出産できる
よう遠方の妊産婦に対する支援を市町と検討

（２）各市町との協力体制の構築（県、市町）

（１）医師の確保、助産師が活躍できる場の拡大（県、関係団体、医療機関）
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産科医療研究会では、地域の周産期医療体制を支えるために、どのような

課題があるのか、どのような方向性で取り組んでいくべきかについて研究を
重ねてきた。

議論を進める過程で寄せられた意見の中には、地域の医療機関の役割分担、
市町との協力体制、妊婦への支援など、幅広い取組が必要との意見があった。

これらの課題は、個々の病院だけで解決できるものではなく、持続可能な
周産期医療提供体制を継続していくためには、県民や行政、医療機関、関係
団体など地域全体でお互いに協力し、周産期医療体制の整備と再構築を図っ
ていくことが重要である。

安心して妊娠・出産できる体制の構築に向けて、本報告書が今後の取組の
参考になることを期待したい。

令和７年３月
産科医療研究会

７ おわりに
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設置目的

（参考）産科医療研究会について

●産科医療研究会 設置（R5.8.1）

◎第１回研究会（R5.8.30）
・県内周産期医療体制の現状報告
・委員等からの意見聴取

●分娩取扱医療機関・市町へのアンケート
（R5.10～11）

●産科医療体制に課題のある
市町との意見交換（R5.12.22）

◎第２回研究会（R6.3.4）
・分娩取扱医療機関・市町へのアンケート

結果報告
・産科医療体制に課題のある市町との

意見交換会の結果報告

開催経緯

産科医の不足や分娩取扱医療機関が減少する一方、晩産化等によるハイリスク妊産婦や
低体重児の出生割合が増加する中で、安心して妊娠・出産できる体制の検討を進めるため設置

●総合・地域周産期母子医療センター、
地域周産期病院の新生児科・小児科へ
のアンケート（R6.6）

◎第３回研究会（R6.8.27）
・昨年度から実施したアンケート結果を

ふまえた今後の方向性の検討

◎第４回研究会（R7.3.3）
・報告書案の検討
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21（参考）産科医療研究会委員
備 考氏 名役 職所 属

座⾧飯島 一誠院⾧県立こども病院医療
第１回、第２回久呉 真章副院⾧兼第一小児科部⾧姫路赤十字病院
第３回、第４回五百蔵 智明院⾧補佐兼第一小児科部⾧

石田 達郎センター⾧神戸大学医学部附属
地域医療活性化センター

第１回、第２回國廣 晴美会⾧兵庫県助産師会
第３回、第４回小山 千里会⾧

大門 美智子常任理事兵庫県医師会
竹島 泰弘主任教授兵庫医科大学
田中 宏幸教授兵庫医科大学
谷村 憲司特命教授神戸大学大学院医学研究科
西島 光浩産婦人科部⾧県立淡路医療センター
藤岡 一路特命教授神戸大学大学院医学研究科
松原 慕慶但馬こうのとり周産期医療

センター⾧
公立豊岡病院組合立豊岡病院

山崎 峰夫会⾧兵庫県産科婦人科学会
芳本 誠司周産期医療センター次⾧県立こども病院
庵逧 典章町⾧佐用町行政
門 康彦市⾧淡路市
鷲見 宏会⾧兵庫県保健所⾧会
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